
総社市職員給与支給規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和８年３月１９日 

 

総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市規則第７号 

 

総社市職員給与支給規則の一部を改正する規則 

 

総社市職員給与支給規則（平成１７年総社市規則第２９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

第１０条 略 

２ 略 

３ 任命権者は，前項の認定について，次に掲げる者を扶養親族とすること

はできない。 

(１) 略 

(２) その他の勤労所得，資産所得，事業所得等の合計額が年額１３０万円

（満１８歳に達する日後の最初の４月１日から満２２歳に達する日以

後の最初の３月３１日までの間にある者にあっては，年額１５０万円）

以上と見込まれる者 

４及び５ 略 

（地域手当の支給） 

第１１条 略 

２ 給与条例第１３条第２項の規則で定める割合は，次の各号に掲げる地域

の区分に応じ，当該各号に定める割合とする。 

(１) 略 

(２) 岡山市 １００分の４ 

(３) 倉敷市 １００分の４ 

３ 略 

  

 

第１０条 略 

２ 略 

３ 任命権者は，前項の認定について，次に掲げる者を扶養親族とすること

はできない。 

(１) 略 

(２) その他の勤労所得，資産所得，事業所得等の合計額が年額１３０万円

程度以上である者 

 

 

４及び５ 略 

（地域手当の支給） 

第１１条 略 

２ 給与条例第１３条第２項の規則で定める割合は，次の各号に掲げる地域

の区分に応じ，当該各号に定める割合とする。 

(１) 略 

(２) 岡山市 １００分の３ 

(３) 倉敷市 １００分の２ 

３ 略 



    

 附 則 

この規則は，令和８年４月１日から施行する。 


